
瀬戸市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和３年９月２９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第２０号 

瀬戸市母子保健法施行細則の一部を改正する規則  

瀬戸市母子保健法施行細則（平成２５年瀬戸市規則第１号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

被措置児の属する世帯の階層

区分 

徴収基準

月額 

徴収基準

加算月額 

＜省略＞ 

備

考 

１ この表のＣ階層における「均等割の額」

とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１号に規定する均

等割の額をいい、Ｄ１階層からＤ１５階層ま

での区分における「所得割の額」とは、同

項第２号に規定する所得割の額（ただし、

同法第３１４条の７、第３１４条の８、同

法附則第５条第３項、第５条の４第６項及

び第５条の４の２第５項の規定は適用しな

い。）をいう。 

２から７まで ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

被措置児の属する世帯の階層

区分 

徴収基準

月額 

徴収基準

加算月額 

＜省略＞ 

備

考 

１ この表のＣ階層における「均等割の額」

とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１号に規定する均

等割の額をいい、Ｄ１～Ｄ１５階層における

「所得割の額」とは、同項第２号に規定す

る所得割の額（ただし、同法第３１４条の

７、第３１４条の８、同法附則第５条第３

項、第５条の４第６項及び第５条の４の２

第６項の規定は適用しない。）をいう。 

 

２から７まで ＜省略＞ 

８ 次の各号のいずれかに該当する者につい 

ては、地方税法第２９２条第１項第１１号 

に規定する寡婦又は同項第１２号に規定す 

る寡夫とみなす。この場合において、その 

者の前年の所得（地方税法第２９２条第１ 

項第１３号に規定する合計所得金額。１月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

から６月までの間の利用においては、前々 

年とする。以下同じ。）が同法第２９５条 

第１項第２号の規定に該当するときは市町 

村民税非課税として取り扱い、市町村民税 

非課税として取り扱う者以外の者について 

は、備考第１項における所得割の額を計算 

する場合には、地方税法第３１４条の２第 

１項に規定する総所得金額、退職所得金額 

又は山林所得金額の合計額から第１号又は 

第３号に該当するときは２６万円を、第２ 

号に該当するときは３０万円を控除するも 

のとする。 

⑴ 婚姻によらないで母となった女子であ

って、現に婚姻をしていないもののうち

、扶養親族その他その者と生計を一にす

る子（前年の所得が所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第８６条第１項の規定

により控除される額（以下「基礎控除額

」という。）以下である子（他の者の同

一生計配偶者又は扶養親族である者を除

く。以下同じ。））を有するもの（次号

に掲げる者を除く。） 

⑵ 前号に掲げる者のうち、扶養親族であ

る子を有し、かつ、前年の所得が５００

万円以下であるもの 

⑶ 婚姻によらないで父となった男子であ

って、現に婚姻をしていないもののうち

、その者と生計を一にする子（前年の所

得が基礎控除額以下である子）を有し、

前年の所得が５００万円以下であるもの 
 

  

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。  


